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出産育児一時金支給額の変更について 

 

 

 標記について、令和５年２月１日の「健康保険法施行令等の一部を改正する政令」の公布

に伴い、令和５年４月１日から出産育児一時金支給額を下記のとおり変更いたします。 

 

 

記 

 

 

１． 支給額 

 

出産日 
産科医療補償制度に加入し

ている医療機関等 

産科医療補償制度に加入し

ていない医療機関等 

令和５年４月 １日以降 ５０万円 ４８万８千円 

令和５年３月３１日以前 ４２万円 ４０万８千円 

  ※産科医療補償制度とは、出生した子が脳性麻痺となり、一定の障害状態となった場合

の補償制度で、分娩を取扱う医療機関等が加入します。加入状況は医療機関等にお問い

合わせください。 

 

２． その他 

支給額以外の変更はありません。 

以上 

 

                        


